
．はじめに

(1)中教審二つの答申

2000年後半以降の教員養成・教員研修に関わる政策

動向は、中教審の二つの答申に集約される。そこで、

二つの答申を振り返ると、教員養成及び研修に関わっ

ての基本的な方向が政権交代の時期とも重なって、

様々な矛盾を生んでいることを見ることができる。

まず、平成18年答申『今後の教員養成・免許制度の

あり方について』における３つの具体的な提起は、①

教員免許更新講習の実施、②教職大学院の設置、③教

職実践演習の必修単位化である。①の免許更新講習は、

平成20年の試行の後、21年から本格実施となり今日を

迎える。

しかし、平成21年９月の政権交代では「教員養成を

６年制に移行し、教員免許更新講習は抜本的に見直す」

とする方向が明示されたのである。このことは、教員

養成と教員研修を充実させ教員の資質向上を図るとい

う目的では連続するものの具体的な政策や養成・研修

のしくみを大きく変えるものであったため、免許更新

講習のあり方や継続性についての論議を呼び、はじ

まったばかりの教員免許講習制度をめぐって現場に混

乱をもたらした。

この経緯の中、教員の資質向上を、養成・採用・研

修を含むあり方を一体的に調査研究するという観点か

らの諮問が出された。この諮問を受けて、中央教育審

議会が平成24年８月に『教職生活の全体を通じた教員

の資質能力の総合的な向上方策について』という答申

を行うことになる。

この答申では、学び続ける教師をキーワードに教育

委員会との協働の取組のもと、教員養成学部を持つ国

立大学における教職大学院未設置大学においては、各

府県配置等の提言がされることとなる。この後、平成

24年12月には、再び政権の交代となる。

こうした状況の中で、平成24年度から大学教育改革

のもとに、教育・医学・工学の分野での大学のミッショ

ンの再定義の作業が民主党政権下で開始されるが、12

月の政権交代の時期とも重なり、ミッションの再定義
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初任者研修の高度化は教員養成の修士レベル化に向けた取組のひとつとして位置づけられる。大学・大学院と教育

委員会の協働による養成・採用・研修を一体化した全国的にもユニークなモデル事業としての取組である。大学は、

この取組の中での成果や課題を現在準備を進めている教職大学院創設に生かす方向での取組として、一方、教育委員

会は初任者研修のあり方を検討し、法定研修のひとつである初任者研修プログラムの新しい開発めざした取組として

位置づけている。それぞれ「学び続ける教師」をどのように育成し、教員の質の向上を図るかという共通の課題を共

有している。

これまで、教員養成と採用そして教員の研修の一体化が叫ばれてきたが、大学での教員養成と、教育行政が行う研

修の間には採用という問題も横たわり、具体的なあり方については検討が進んでこなかった。そこで、これまでの初

任者研修のあり方を根本的に検討し高度化モデル事業を立ち上げ実施することによって得られた成果と課題を明らか

にしたい。加えて、実践的指導力とは何か、それはどのような組織的な取組（「仕掛け」）を通して育成されるのかと

いうことについても検討を進めたい。

今回は、初任者の学び続ける力の育成を通して研修のあり方の基本的な考え方について検討した。なお、今回の検

討はモデル事業の一年次の取組をまとめた中間的なものである。
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の先行した学部のとりまとめも平成25年12月までずれ

込むこととなった。公表されたのは自民党政権になっ

て約１年後のことである。

(2)教育学部におけるミッションの再定義

和歌山大学教育学部におけるミッションの再定義で

は、文部科学省との協議に置いて①現在の入学定員40

名の総合教育課程である新課程の廃止方向が出され、

②教職大学院については、現在未設置であることから、

教職大学院を第３期中期目標・中期計画実施期間内（平

成28年度から向こう６年間）に設置すること、③和歌

山県内の小学校教員に占める和歌山大学教育学部卒業

生の割合を数値目標で設定すること、④また、教員養

成に関わる大学教員のうち教育現場を体験した教員の

増加をはかり、数値目標で示すこと等が要請された。

その結果、具体的な数値目標をミッションの再定義に

書き込み文部科学省より公表されることとなった。こ

の作業結果の公表を通じて、現在では、基本的な大学・

学部の方向を規定するものとなっている。

(3)教員養成の高度化、教員の資質向上

このように教員養成の高度化、教員の資質向上への

取り組みは重要な課題として位置づけられながら今日

を迎え、大学全体との改革を視野に入れ、教育学部の

具体的な改革が構想され、大学全体の改革構想の下に

事態が進行している。

これまでも教員養成のパワーアップというかけ声と

共に、教育現場での大学教育の機会の充実を図ったり、

教育実習の改革を進め、実習期間だけでなく１年次か

ら４年次にわたる実習に関わるカリキュラムを整備し

たりして対応してきている。さらに、学校ボランティ

アや教育ボランティアなどのボランティア活動を積極

的に取り入れ教員養成の質の向上に努めてきた。しか

し今回のミッションの再定義に基づく改革への取組の

方向性は、中教審の答申を具体化する直接的な役割を

果たすものとして位置づけられる。つまり大学改革の

一環としての教育学部改革がめざされているのである。

．初任者研修の高度化

このような中で、教育学部としての取組は、教員養

成の質の向上を図ってきたこれまでの取組の上に何を

重視し、どこに重点的をおいて取り組むのかというこ

とが問われている。

和歌山大学は戦前の師範学校、戦後の学芸学部そし

て教育学部さらに平成に入って教育学研究科（大学院）

を新設し、教員養成学部として和歌山県及び近隣の他

府県を中心として教員を輩出し現在に至っている。和

歌山県においては唯一の国立大学として、とりわけ和

歌山県の教育に責任を負っている。

平成17年度・18年度の２カ年わたり、文部科学省よ

り「教員養成GP」に採択され、教員養成高度化の取組

を進めてきた。その後、附属学校や公立学校において

大学教員との共同による組織的な実践研究に取り組み、

今も継続している。この取組と並行し平成25年度・平

成26年度の２カ年間は初任者研修高度化モデル事業を

立ち上げたのである。

このような取組は、平成11年より和歌山県教育委員

会との協定による連絡協議会の発足に始まる教育委員

会との組織的な連携がある。その後、平成17年にはジョ

イント・カレッジという新たな仕組みを創設した。こ

れは、大学の教育内容を教育委員会スタッフや現場教

員と大学教員との共同で取組み、授業内容の質を高め

るなどの推進を図る意図のもとに進めたものである。

この仕組みでは、カリキュラムだけではなく、さらに、

人事交流を進め、教員養成の充実を図ってきている。

平成28年の創設を予定している教職大学院において

は、実践的な指導力育成に力点を置き、理論と実践の

往還を図るようなカリキュラムの履修によって具体的

な教育課題に立ち向い課題解決に資することのできる

力量を形成する取組を進めようとしている。

(1)養成・採用・研修を一体化したモデル事業

今回の初任者研修の高度化は教員養成の修士レベル

化に向けた取組のひとつとして位置づけ、和歌山大学

教育学研究科（大学院）と和歌山県教育委員会の協働

による養成・採用・研修を一体化したモデル事業とし

ての取組である。

初任者研修は初任者に義務づけられた法定研修であ

る。和歌山県においては和歌山県教育研修センター「学

びの丘」（田辺市）の所管で、中核都市である和歌山市

においては和歌山市教育研究所（和歌山市）の所管で

企画・実施されている。このことから、高度化モデル

事業への参加対象者の初任者は、それぞれが定める初

任者研修を受講したものと見なすという規定を新たに

設け平成25年４月より２カ年の予定で実施してい

る。

この取組の１年次目である平成25年度の初任者は和

歌山県下で314名（モデル事業参加対象者合計）である

が、高度化モデル事業への参加者は、そのなかの合計

18名である。採用内定者からの希望と教育委員会の選

考を経て決定され、初任者の赴任先が決まるという手

続きをとりながら、赴任校での勤務は他の初任者と同

一で、和歌山大学と教育委員会が一体となって初任者

研修に関わり、初任者研修の内容と方法を高度化し、

取組の効果を飛躍的に上げようと企画立案した。

取組のしくみや目標、期待される成果などを整理す

ると次の図のようになる。
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(2)高度化モデル事業の概要図
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